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住宅ローン減税 3

適用期日 ～平成26年3月
平成26年4月
～平成33年12月末※1

最大控除額（10年間合計）
200万円※2

（20万円×10年）
400万円※2

（40万円×10年）

控除率、控除期間 1%、10年間 1%、10年間

住民税からの控除上限額
9.75万円/年
（前年課税所得×5%）

13.65万円/年
（前年課税所得×7%）

主な要件
①床面積が50m2以上であること
②借入金の償還期間が10年以上であること

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の
軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少
ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます（住宅の取得対価の計算にお
いてはすまい給付金の額は控除されます）。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民
税からも一部控除されます。

※1平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や
消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※2長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円（～平成26年3月）、
500万円（平成26年4月～平成33年12月末）。



住宅ローン減税３年延長 シミュレーション 4

【条件】
① 住宅借入金等（住宅ローン）の年末残高
１）控除適用年１１年目・・・２０００万円
２）控除適用年１２年目・・・１９００万円
３）控除適用年１３年目・・・１８００万円

② 建物建築費２４００万円（税抜）

【計算式】
① １）２０００万円×１％＝２０万円

２）１９００万円×１％＝１９万円
３）１８００万円×１％＝１８万円

② 建築費２４００万円×２％＝４８万円
４８万円÷３年＝１６万円

消費税率１０％引上げ後、３年間で合計４８万円控除額が多くなる！



すまい給付金 5



次世代住宅ポイント制度 6



次世代住宅ポイント制度 7



住宅取得等資金贈与の贈与税非課税措置 8

令和3年（2021年）12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、
自己の居住の用に供する住宅用の家屋（いわゆるマイホーム）の新築、取得又は増改築等の
対価に充てるためのお金をもらった場合、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額まで
の金額について、贈与税が非課税となります。

平成31年（2019年）4月1日～
令和2年（2020年）3月31日

3,000万円 2,500万円

令和2年（2020年）4月1日～
令和3年（2021年）3月31日

1,500万円 1,000万円

令和3年（2021年）4月1日～
令和3年（2021年）12月31日

1,200万円 700万円

住宅用家屋の新築等に係る
契約の締結日

省エネ等住宅 左記以外の住宅

～平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円

平成28年1月1日～
令和2年（2020年）3月31日

1,200万円 700万円

令和2年（2020年）4月1日～
令和3年（2021年）3月31日

1,000万円 500万円

令和3年（2021年）4月1日～
令和3年（2021年）12月31日

800万円 300万円

消
費
税
率
８
％

消
費
税
率
10
％

※東日本大震災により被害を受けた方は特例あり


